
2018. 2 GERO 8 

お 知 ら せ

啓
　
発

ご
案
内

　

知
的
・
精
神
障
が
い
者
の
通

所
・
通
勤
お
よ
び
障
が
い
に
起
因

す
る
通
院
（
精
神
障
が
い
者
に
限

る
）
に
か
か
る
交
通
費
を
助
成
し

ま
す
。

◆
対
象
者　

市
内
に
居
住
す
る
在

宅
の
人
で
、
療
育
手
帳
の
交
付
を

受
け
て
い
る
人（
付
添
人
も
含
む
）

ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

◆
助
成
対
象
期
間　

平
成
29
年
９

月
～
平
成
30
年
２
月
分

◆
持
ち
物　

①
通
所
等
証
明
書

国
民
健
康
保
険
の
異
動

手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

問
合
先
／
市
民
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
１
１
５

知
的
・
精
神
障
が
い
者
交

通
費
助
成
の
ご
案
内

問
合
先
／
社
会
福
祉
課

☎
５
２
・
３
９
３
６
内
線
６
０
６

　

75
歳
未
満
の
人
で
次
の
よ
う
な

場
合
、
国
民
健
康
保
険
の
異
動
手

続
き
が
必
要
で
す
。

・
職
場
が
変
わ
る
な
ど
し
て
、
保

　

険
証
の
な
い
場
合

・
他
の
市
区
町
村
か
ら
転
入
し　

　

て
、
保
険
証
の
な
い
場
合

・
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
場
合
（
職

　

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
人
を
除
く
）

・
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

　

場
合

・
下
呂
市
を
転
出
す
る
場
合

・
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

　

る
人
が
死
亡
し
た
場
合

　

市
民
課
ま
た
は
最
寄
り
の
振
興

事
務
所
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ

い
。
手
続
き
に
は
必
要
な
も
の
が

あ
り
ま
す
の
で
、
市
民
課
ま
で
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

人
工
透
析
療
養
を
受
け
る
た
め

に
医
療
機
関
へ
通
院
さ
れ
た
人
に

対
し
て
、交
通
費
を
助
成
し
ま
す
。

◆
対
象
者　

市
内
に
居
住
し
、
腎

臓
機
能
障
が
い
に
よ
る
身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人

◆
助
成
対
象
期
間　

平
成
29
年
12

月
～
平
成
30
年
２
月
通
院
分

◆
持
ち
物　

①
医
療
機
関
の
通
院

証
明
書
ま
た
は
診
療
明
細
書
②
福

祉
医
療
費
受
給
者
証（
新
規
の
人
・

更
新
後
初
め
て
申
請
さ
れ
る
人
）

③
印
鑑
④
口
座
番
号
の
分
か
る
も

の
（
新
規
の
人
）

◆
申
請
期
限　

３
月
15
日
㈭

◆
提
出
先　

社
会
福
祉
課
（
星
雲

会
館
）
ま
た
は
各
地
域
振
興
課
障

が
い
福
祉
係
（
各
振
興
事
務
所
）

人
工
透
析
療
養
者
通
院

交
通
費
助
成
の
ご
案
内

問
合
先
／
社
会
福
祉
課

☎
５
２
・
３
９
３
６
内
線
６
０
６

　

住
宅
の
屋
根
な
ど
に
設
置
す
る

集
熱
貯
湯
シ
ス
テ
ム
の
設
置
に
対

す
る
補
助
金
制
度
は
、
平
成
30
年

３
月
末
の
完
成
分
を
も
っ
て
廃
止

と
な
り
ま
す
。
廃
止
と
な
っ
て
か

ら
の
補
助
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
設
置

補
助
金
制
度
廃
止
に
つ
い
て

問
合
先
／
環
境
課

☎
２
６
・
５
０
１
１

　

所
得
税
の
確
定
申
告
お
よ
び
市

県
民
税
申
告
の
相
談
受
付
（
２
月

16
日
～
３
月
15
日
）
の
萩
原
地
域

と
下
呂
地
域
の
会
場
が
変
わ
り
ま

す
。
お
間
違
え
の
な
い
よ
う
に
ご

注
意
く
だ
さ
い
。
他
地
域
の
会
場

は
前
年
と
同
じ
で
す
。

◆
萩
原
会
場　

星
雲
会
館

◆
下
呂
会
場　

下
呂
市
民
会
館

※
下
呂
会
場
の
２
月
22
日
㈭
・
23

日
㈮
は
、
平
日
で
す
が
会
場
の
都

合
に
よ
り
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

確
定
申
告
相
談
会
場
の

変
更
の
お
知
ら
せ

問
合
先
／
税
務
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
１
３
９

募
　
集

　
「
旧
林
産
物
展
示
販
売
施
設（
い

ち
ょ
う
）」
の
建
物
お
よ
び
敷
地

を
一
体
的
に
有
効
活
用
し
、
地
域

振
興
の
寄
与
と
な
る
活
用
希
望
者

を
募
集
し
ま
す
。

　

建
物
は
売
却
、
土
地
は
賃
貸
借

が
前
提
条
件
で
す
。

◆
価
格　
【
建
物
】
２
８
０
万
円

　
　
　
　
【
土
地
賃
借
料（
年
間
）】

　
　
　
　
　
　

37
万
８
０
４
０
円

◆
所
在
地

　

小
坂
町
坂
下
７
１
１
番
地

◆
募
集
期
限　

２
月
28
日
㈬
ま
で

※
詳
し
く
は
、
下
呂
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

旧
林
産
物
展
示
販
売
施

設
活
用
希
望
者
の
募
集

問
合
先
／
小
坂
地
域
振
興
課

☎
６
２
・
３
１
１
１
内
線
１
２
４

　

新
た
に
協
定
を
締
結
し
た
事
業

者
を
紹
介
し
ま
す
。

◆
協
力
事
業
者

「
高
齢
者
等
見
守
り
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
事
業
」
協
力
事

業
者
の
ご
紹
介

問
合
先
／
高
齢
福
祉
課

☎
５
３
・
２
１
０
０
内
線
６
３
０

（
通
院
の
場
合
は
医
療
機
関
の
診

療
明
細
書
で
も
可
）
②
印
鑑
③
交

通
機
関
の
領
収
書
④
口
座
番
号
の

分
か
る
も
の
（
新
規
の
人
）

◆
申
請
期
限　

３
月
15
日
㈭

◆
提
出
先　

社
会
福
祉
課
（
星
雲

会
館
）
ま
た
は
各
地
域
振
興
課
障

が
い
福
祉
係
（
各
振
興
事
務
所
）

・
あ
い
お
い
ニ
ッ
セ
イ
同
和
損
害

　

保
険
㈱　

岐
阜
支
店

　

協
力
事
業
者
は
、
日
々
の
業
務

の
中
で
高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る

人
の「
ち
ょ
っ
と
気
に
な
る
な
…
」

と
い
う
異
変
に
気
付
い
た
際
に
、

下
呂
市
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど

の
支
援
機
関
に
連
絡
し
、
早
期
に

対
応
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

見
守
り
活
動
を
行
い
ま
す
。

※
市
で
は
協
力
い
た
だ
け
る
事
業

者
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
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市
営
住
宅
の
入
居
者
募
集

問
合
先
／
生
活
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
２
８
７

　

下
呂
市
へ
の
お
問
い
合
わ
せ

で
、
担
当
部
署
が
不
明
な
場
合

は
、
秘
書
広
報
課
へ
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

　

 

問
合
先
／
秘
書
広
報
課

　

 

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
２
６
３

◆
２
月
新
規
募
集
の
住
宅

募
集
期
間　

２
月
１
日
～
26
日

入
居
予
定
日　

４
月
１
日

▽
公
営
・
塚
田
住
宅
（
森　

築
Ｓ

51
年　

耐
火
５
階
）

　

２
０
３
号　

３
Ｄ
Ｋ（
単
身
可
）

　

家
賃 
１
万
３
０
０
０
円
～

　
　
　
　
　
　

２
万
５
５
０
０
円

▽
公
営
・
森
住
宅
Ｂ
棟
（
森　

築

Ｓ
53
年　

耐
火
４
階
）

　

１
０
３
号　

３
Ｄ
Ｋ（
単
身
可
）

　

家
賃 

１
万
４
８
０
０
円
～

　
　
　
　
　
　

２
万
９
１
０
０
円

▽
公
営
・
小
川
住
宅
（
小
川　

築

Ｈ
５
年　

耐
火
４
階
）

◆
女
性
相
談
員

▽
雇
用
期
間　

平
成
30
年
４
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日
（
再
任

用
あ
り
）

▽
勤
務
時
間　

【
平
日
】
９
時
～
15
時
45
分
（
５

時
間
45
分
）

▽
勤
務
場
所　

児
童
福
祉
課
（
星

雲
会
館
）

▽
報
酬　

月
給
14
万
円

▽
募
集
人
数　

１
人

▽
資
格　

社
会
福
祉
士
資
格
、
保

健
師
資
格
、
教
諭
資
格
、
保
育
士

資
格
な
ど

▽
業
務
内
容　

配
偶
者
か
ら
の
暴

力
、
児
童
虐
待
、
養
育
困
難
、
ひ

と
り
親
の
自
立
な
ど
家
庭
の
悩
み

事
へ
の
相
談
や
支
援
お
よ
び
関
係

機
関
と
の
連
絡
調
整
業
務

臨
時
職
員
の
募
集

問
合
先
／
総
務
課
人
事
係

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
２
２
２

　

下
呂
市
監
査
委
員
が
11
月
１
日

か
ら
22
日
に
か
け
て
、
平
成
29
年

度
の
財
務
に
関
す
る
事
務
の
執
行

と
経
営
に
係
る
事
業
の
管
理
に
つ

い
て
監
査
を
実
施
し
ま
し
た
。
監

査
は
、
法
令
な
ど
の
順
守
、
事
務

の
経
済
性
、
効
率
性
、
合
理
性
の

視
点
で
行
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
定
期
監
査
結
果
報
告
書
を

12
月
25
日
に
監
査
委
員
か
ら
市
長

へ
提
出
し
ま
し
た
。

　

結
果
報
告
書
は
、
下
呂
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

定
期
監
査
結
果
報
告
書

を
提
出

問
合
先
／
監
査
課

☎
２
４
・
２
２
２
２
内
線
３
０
４

報
　
告

◆
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保

育
）
指
導
員

▽
雇
用
期
間　

平
成
30
年
４
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日
（
再
任

用
あ
り
）

▽
勤
務
時
間

【
平
日
】
14
時
～
18
時
（
４
時
間
）

【
学
校
休
業
日
】
８
時
か
ら
18
時

の
う
ち
規
定
の
時
間

▽
勤
務
場
所　

市
内
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
（
下
呂
小
学
校 

ほ
か
）

▽
報
酬　

月
給
12
万
円

▽
募
集
人
数　

若
干
名

▽
資
格　

教
諭
資
格
、
保
育
士
資

格
、
社
会
福
祉
士
資
格
な
ど

▽
業
務
内
容　

放
課
後
児
童
ク
ラ

ブ
の
運
営
お
よ
び
利
用
児
童
の
ク

ラ
ブ
内
で
の
生
活
支
援
業
務

◆
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
（
学
童
保

育
）
補
助
指
導
員

▽
雇
用
期
間　

平
成
30
年
４
月
１

日
～
平
成
31
年
３
月
31
日
（
再
雇

用
あ
り
）

▽
勤
務
時
間　

【
平
日
】
小
学
校
下
校
時
～
18
時

【
学
校
休
業
日
】
８
時
～
18
時
の

う
ち
規
定
の
時
間

▽
勤
務
場
所　

市
内
放
課
後
児
童

ク
ラ
ブ
（
下
呂
小
学
校  

ほ
か
）

▽
賃
金　

時
給
８
８
０
円

▽
募
集
人
数　

若
干
名

　

４
０
５
号　

３
Ｄ
Ｋ（
単
身
可
）

　

家
賃 

１
万
９
８
０
０
円
～

　
　
　
　
　
　

３
万
９
０
０
０
円

▽
公
営
・
道
添
住
宅
（
小
川　

築

Ｈ
18
年　

耐
火
４
階
）

　

４
０
２
号　

２
Ｄ
Ｋ（
単
身
可
）

　

家
賃 

２
万
３
０
０
０
円
～

　
　
　
　
　
　

４
万
５
２
０
０
円

▽
一
般
・
幸
田
住
宅
（
幸
田　

築

Ｓ
63
年　

耐
火
３
階
）

　

１
０
４
号　

２
Ｋ
（
単
身
可
）

　

定
額 

家
賃 

１
万
８
８
０
０
円

◆
継
続
募
集
中
の
住
宅

募
集
期
間　

随
時

入
居
予
定
日　

お
申
し
込
み
か
ら

１
カ
月
程
度

▽
一
般
・
宮
田
団
地
（
萩
原
町
宮

田　

築
Ｈ
10
年　

耐
火
５
階
）

　

３
Ｄ
Ｋ
（
世
帯
用
）

　

定
額 

家
賃 

３
万
８
０
０
０
円

※
こ
の
他
に
も
、
継
続
募
集
中
の

住
宅
が
あ
り
ま
す
。
生
活
課
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
業
務
内
容　

利
用
児
童
の
ク
ラ

ブ
内
で
の
生
活
支
援
補
助
お
よ
び

指
導
員
の
補
助
業
務

※
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
申
込
方
法　

い
ず
れ
の
申
し
込

み
も
総
務
課
人
事
係
ま
た
は
職
業

相
談
室
に
あ
る
申
込
書
兼
履
歴
書

に
地
域
職
業
相
談
所
の
紹
介
状
を

添
え
て
、
２
月
19
日
㈪
ま
で
に
総

務
課
人
事
係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。


